
  

他人(※)

本人

有(※）

無

水栓番号

幹線番号

業務係長 所　長 水 栓 番 号

年 月 日

局

受付印

設
　
計

担　任 給水管理係長 担　任

(宛先)川崎市上下水道事業管理者 申込年月日

工  事

承認印

完
　
成

担　任 給水管理係長 担　任 業務係長 所　長 (〒 － )
工 事 場 所

区

申 込 者

私（申込者）は、この工事の申込みについて川崎市水道条例及び
川崎市水道条例施行規程を契約の内容とすることに合意するとと
もに、下記の工事施行者にこの工事の申込手続に関する事項を委
任します。

□新設  □改造  □撤去

住　     所□3階直結直圧式 (　 1　階～　 3　階)

□直結直圧式 (　　　階～　　　階)

□特別な
□特例直結直圧式 (　　　階～　　　階)

給
水
方
式

(〒 － )

給水装置を新設する工事の完成後、申込者が所有者になる場合は届出は不要です。

□公道掘削 □工事用 　給水方式
□直結増圧式 (　　　階～　　　階)

  ふ り が な

※
併
用
の
場
合
は
複
数
選
択

□受水槽式 (　　　階～　　　階)

氏 名・名 称
及び代表者名

電 話 番 号

※ 所有者の届出について（注意事項）
(1)

(※)に該当する場合の誓約事項
□ 条例第３２条第５項に適合するもの
□ 加入金に差額が生じないもの

他人(※)

本人

(2) 原則として所有者の変更の届出がなければ、登録された情報の更新はいたしません。
所有者変更の届出は必ず行ってください。諸　　　　　　納　　　　　　入　　　　　　金

水
道
利
用
加
入
金

徴収するもの

数　量 金額(消費税相当額及び地方消費税相当額を含む。)

件

土 地 所 有 者

件 徴収しないもの

千

□ メーターの口径によるもの
□ 加入金に差額が生じるもの

建築物所有者
種　　別 メーター口径

円

納入月日
㎜ 個 百万

他の給水装置
か ら の 分 岐

工事施行者 指定番号

住 所

事 業 者 名
精算月日

円

還 付 額

免状交付番号

代 表 者 名

電 話 番 号

給水装置工事施行承認申込書

メーター口径変更

注　太線の中だけ記入してください。

円

　この工事に関する利害関係人の同意は、既に申込
者が得ていますが、万一、利害関係人その他の者か
らの異議があっても、全て申込者の責任において解
決します。

□ 既納の加入金によるもの

諸届出欄

主任技術者名

手数料

検  査

審  査

 金　額 納入月日 精 算 額

　　 9,500-　円

精算月日

追　　　徴
還　　　付
減　　　額

設計変更

調　　定



　　　

本    管
断水費等

 金　額〔
消費税相当額及び地方
消費税相当額を含む。〕納入月日

円

担　任業務係長

設計変更(　　年　　月　　日)

所　長
精 算 額〔

消費税相当額及び地方
消費税相当額を含む。

円

〕精算月日
担　任給水管理係長

円

追徴・還付額〔
消費税相当額及び地方
消費税相当額を含む。〕

設計変更理由・内容

水道利用加入金算定

案内図P、－


